
 

平成２８年度 茨城県会場 

「災害復旧技術向上のための講習」のご案内 

 

 

１ 主  催    茨城県農村計画課 

          茨城県土地改良事業団体連合会（水土里ネット茨城） 

 

２ 講習日時    平成２９年２月７日（火） 

 

３ 会  場    茨城県土地改良事業団体連合会 ３階大会議室 

          （住所：茨城県水戸市宮内町３１９３番地の３） 

 

４ 受講対象    ｢農村災害復旧専門技術者｣の新規認定希望者および継続認定者 

※農地・農業用施設等の災害復旧事業に携わった経験のある技術者 

なお、「農村災害復旧専門技術者」の認定を受けるためには、災

害復旧等に係る一定の経験の他、「災害復旧技術向上のための講

習」の受講が必須となっています。 

※認定機関：全国水土里ネット 

 

５ 受講料等    無料 

ただし、「農村災害復旧専門技術者」の新規認定希望者は、認定

審査に係る経費として５００円（受付時に徴収いたします。） 

 

６ 講習テキスト  当日会場で配布致します。  

 

７ カリキュラム  １２：３０ ～ １３：００  受付 

      １３：００ ～ １７：００  災害復旧技術向上のための講習 

      １７：００ ～ １７：１５  講習修了証書授与、事務連絡等 

 

８ 講習申込み・問い合わせ先 
〒３１０-０８３４  茨城県水戸市宮内町３１９３番地の３  

      茨城県土地改良事業団体連合会 本所 農業農村整備課 担当 安田・高見 
      ＴＥＬ ０２９－２２５－５６５１ 
      ＦＡＸ ０２９－２２５－５２３９  

      茨城県土地連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.ibarakidoren.or.jp/）掲示板のコーナー 

 

９ 申込方法    郵送又はＦＡＸで上記８にお申し込みください。 

          申込期限：平成２９年１月１３日（金） 

          （当日の消印のあるものまで有効とします。） 

 

１０ 持ち物  筆記用具 



 
１１ 会場への交通 

（注）当会場の駐車場は台数が限られるため、公共交通機関でお越しください。 

 
 
 
１２ その他  ・農村災害復旧専門技術者の認定審査を申し込むためには、一定の認定

条件がありますので、全国水土里ネットＨＰの「農村災害復旧専門技

術者の認定制度について」をお読みください。 

・講習会当日に、農村災害復旧専門技術者の認定を希望する方には、

講習会終了後に小論文作成及び申込書類作成のための説明会を設け

ております。 

 

        （認定に関する問い合わせ先） 

〒102-0093  東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館別館４階 
      全国水土里ネット システム開発部 担当 山根、鶴田 

     TEL０３－３２３４－５５９４（直通） 
    FAX０３－３２３４－５６７０  

         全国水土里ネットﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.inakajin.or.jp/）【事業関係/ 

      農村災害復旧・農道台帳関係会員専用サイト/農村災害復旧関係専用サイト】 

 
    
 

会場（茨城県土地改良事業団体連合会） 



（様式 1 号）  平成２８年度 

「 災害復旧技術向上のための講習 」 

受  講  申  込  書 
 
 

（ふりがな） 

氏    名 
 

 
 
 
 

 
生年月日 

 

 
  Ｓ（昭和）  Ｈ（平成）       年     月     日 
 

 
認定番号 

（更新の方のみ記入） 
 

 
     －     －     
 
 

 
更新受講回数 

（更新の方のみ記入） 
 

 

１回目 ・ ２回目 

(どちらかに○) 
 

 

勤 務 先     

 

 
名称： 

部署： 

 
 
      〒 

住所： 

 
 
電話 
 

 

連 絡 先     
 （自宅を連絡先とする 

  場合は記入のこと） 

 

 
      〒 

住所 

 
 
電話 
 

 
受講会場 

 

 
            茨城県土地改良事業団体連合会 
 

 
登録事務局 

 

 
茨城県農村計画課・茨城県土地改良事業団体連合会 

 
 

 

 

 



個人情報の取扱いについて 
 
 
 
１．茨城県農村計画課・茨城県土地改良事業団体連合会は、申請者の個人情報を適正

に取り扱います。 
 
 
２．茨城県農村計画課・茨城県土地改良事業団体連合会が収集した個人情報は、「災

害復旧技術向上のための講習」の受講者確認、受講記録管理に利用するもので、

これ以外の目的では利用しません。 
 
 
３．外部からの個人情報の公開の提供依頼があっても、申請者本人の同意がない限り 

申請者の個人情報を保護します 


